
(57)【要約】
【課題】  建築物等の上部構造物の高さ変化をも抑制す
ることができる免震装置を提供する。
【解決手段】  転動部材６上下における第１、第２支持
面９、１０の曲率を、上側部材４と下側部材５との相対
的な横移動に伴って、該上側部材４が上下方向に変動す
ることを減少させるように設定し、横揺れに伴って、建
築物１の高さが変化することを抑制するようにする。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  上部構造物に固定される上側部材と、下
部構造物に固定される下側部材と、前記上側部材と前記
下側部材との間に介装され該上側部材と該下側部材との
相対的な横移動に伴って転動する転動部材と、を備える
免震装置において、
前記上側部材の下面に、球面からなる第１当接面が形成
され、
前記下側部材の上面に、球面からなる第２当接面が形成
され、
前記転動部材に、その上面側において、前記第１当接面
が当接されると共に、該第１当接面との当接部から該第
１当接面に沿って離れるに従って該第１当接面との間隔
が次第に離間されるように第１支持面が形成され、
前記転動部材に、その下面側において、前記第２当接面
が当接されると共に、該第２当接面との当接部から該第
２当接面に沿って離れるに従って該第２当接面との間隔
が次第に離間されるように第２支持面が形成され、
前記転動部材の第１、第２支持面の曲率が、前記上側部
材と前記下側部材との相対的な横移動に伴って該上側部
材が上下方向に変動することを減少させるように設定さ
れている、ことを特徴とする免震装置。
【請求項２】  請求項１において、
前記転動部材の第１、第２支持面の曲率が、前記上側部
材と前記下側部材との相対的な横移動に伴って該上側部
材が上下方向に変動しない場合の曲率に比して、若干、
小さくされている、ことを特徴とする免震装置。
【請求項３】  請求項２において、
前記上側部材と前記転動部材、前記下側部材と前記転動
部材との間に、該転動部材を原位置に復帰させる復元力
を付与するための弾性部材が介装されている、ことを特
徴とする免震装置。
【請求項４】  請求項２において、
前記上側部材又は前記下側部材のうちの一方の周縁部に
周壁部が起立され、
前記周壁部が、前記上側部材又は前記下側部材のうちの
他方の横移動領域に臨まされている、ことを特徴とする
免震装置。
【請求項５】  請求項４において、
前記上側部材又は前記下側部材のうちの他方の周縁部と
前記周壁部の内周縁部との間に弾性部材が、該上側部材
又は該下側部材のうちの他方の周縁部と該周壁部の内周
縁部との間を覆うようにして介装されている、ことを特
徴とする免震装置。
【請求項６】  請求項４又は５において、
前記上側部材と前記転動部材、前記下側部材と前記転動
部材との間に、該転動部材を原位置に復帰させる復元力
を付与するための弾性部材が介装されている、ことを特
徴とする免震装置。
【請求項７】  請求項１において、

前記転動部材の第１、第２支持面の曲率が、前記上側部
材と前記下側部材との相対的な横移動にかかわらず、該
上側部材が上下方向に変動しないように設定されてい
る、ことを特徴とする免震装置。
【請求項８】  請求項７において、
前記上側部材と前記転動部材、前記下側部材と前記転動
部材との間に、該転動部材を原位置に復帰させる復元力
を付与するための弾性部材が介装されている、ことを特
徴とする免震装置。
【請求項９】  請求項７において、
前記上側部材又は前記下側部材のうちの一方の周縁部に
周壁部が起立され、
前記周壁部が、前記上側部材又は前記下側部材のうちの
他方の横移動領域に臨まされている、ことを特徴とする
免震装置。
【請求項１０】  請求項９において、
前記上側部材又は前記下側部材のうちの他方の周縁部と
前記周壁部の内周縁部との間に弾性部材が、該上側部材
又は該下側部材のうちの他方の周縁部と該周壁部の内周
縁部との間を覆うようにして介装されている、ことを特
徴とする免震装置。
【請求項１１】  請求項９又は１０において、
前記上側部材と前記転動部材、前記下側部材と前記転動
部材との間に復元力を付与するための弾性部材が介装さ
れている、ことを特徴とする免震装置。
【請求項１２】  請求項１～１１のいずれかにおいて、
前記第１当接面と前記第２当接面とは、凹形状の球面と
され、
前記第１支持面と前記第２支持面とは、凸形状の球面と
されている、ことを特徴とする免震装置。
【請求項１３】  請求項１～１１のいずれかにおいて、
前記第１当接面と前記第２支持面とが、凹形状の球面と
され、
前記第２当接面と前記第１支持面とが、凸形状の球面と
されている、ことを特徴とする免震装置。
【請求項１４】  請求項１～１１のいずれかにおいて、
前記第２当接面と前記第１支持面とが、凹形状の球面と
され、
前記第２支持面と前記第１当接面とが、凸形状の球面と
されている、ことを特徴とする免震装置。
【請求項１５】  請求項１～１１のいずれかにおいて、
前記第１当接面と前記第２当接面とが、凸形状の球面と
され、
前記第１支持面と前記第２支持面とが、凹形状の球面と
されている、ことを特徴とする免震装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば建築物と建
築物の基礎との間に介装されて、建築物を地震等の横揺
れ震動から保護するための免震装置に関するものであ
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る。
【０００２】
【従来の技術】従来、建築物等の上部構造物を地震等の
横揺れ震動から保護するために、その上部構造物とその
上部構造物の下方に設けられる下部構造物（基台、基礎
等）との間に免震装置が設けられる傾向にある。免震装
置には、上部構造物に固定される上側部材と、下部構造
物に固定される下側部材と、上側部材と下側部材との間
に介装され該上側部材と該下側部材との相対的な横移動
に伴って転動する転動部材と、を備えるものがあり、そ
の種の免震装置としては、例えば実開平２－１２２８３
３号公報に示すように、転動部材としてのボールベアリ
ングを下側部材に回動可能に支持する一方、上側部材の
下面に凹曲面を形成し、そのボールベアリングを凹曲面
の範囲内で転動させるようにしたものがある。このもの
においては、下側部材の振動を上側部材に伝達させない
ようにできるだけでなく、凹曲面（特に周囲の立ち上が
り部）とボールベアリングとの関係により、ボールベア
リングが凹曲面内から外れることを防止することができ
ると共に、復元力を発生させて転動部材を原位置（中立
位置）に復帰させる上で好ましいものとすることができ
ることになる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、その反面、上
記免震装置においては、凹曲面（特に周囲の立ち上がり
部）とボールベアリングとの関係に基づき、ボールベア
リングの転動に伴い、上側部材（上側部材と下側部材と
の間の上下間隔）が増大することになり、これに伴い、
建築物等の上部構造物の高さも変化せざるを得ない。本
発明は上記実情に鑑みてなされたもので、その技術的課
題は、建築物等の上部構造物の高さ変化をも抑制するこ
とができる免震装置を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】前記技術的課題を達成す
るため本発明（請求項１の発明）にあっては、上部構造
物に固定される上側部材と、下部構造物に固定される下
側部材と、前記上側部材と前記下側部材との間に介装さ
れ該上側部材と該下側部材との相対的な横移動に伴って
転動する転動部材と、を備える免震装置において、前記
上側部材の下面に、球面からなる第１当接面が形成さ
れ、前記下側部材の上面に、球面からなる第２当接面が
形成され、前記転動部材に、その上面側において、前記
第１当接面が当接されると共に、該第１当接面との当接
部から該第１当接面に沿って離れるに従って該第１当接
面との間隔が次第に離間されるように第１支持面が形成
され、前記転動部材に、その下面側において、前記第２
当接面が当接されると共に、該第２当接面との当接部か
ら該第２当接面に沿って離れるに従って該第２当接面と
の間隔が次第に離間されるように第２支持面が形成さ
れ、前記転動部材の第１、第２支持面の曲率が、前記上

側部材と前記下側部材との相対的な横移動に伴って該上
側部材が上下方向に変動することを減少させるように設
定されている構成としてある。この構成を前提とした好
ましい態様としては、特許請求の範囲における請求項２
以下の記載のとおりとなる。
【０００５】
【発明の効果】請求項１に記載された発明によれば、転
動部材の第１、第２支持面の曲率が、上側部材と下側部
材との相対的な横移動に伴って該上側部材が上下方向に
変動することを減少させるように設定されていることか
ら、該上側部材と該下側部材との間の上下間隔が変動す
ることを減少され、建築物等の上部構造物の高さ変化を
抑制することができることになる。請求項２に記載され
た発明によれば、転動部材の第１、第２支持面の曲率
が、上側部材と下側部材との相対的な横移動に伴って該
上側部材が上下方向に変動しない場合の曲率に比して、
若干小さくされていることから、上側部材と該下側部材
との間の上下間隔が変動することを減少させつつ、上側
部材と下側部材との間の上下間隔の変動に基づき復元力
を発生させることができることになり、建築物等の上部
構造物の高さ変化の抑制と、転動部材の原位置（中立位
置）への自動復帰とを高度に満足させることができるこ
とになる。
【０００６】請求項３に記載された発明によれば、上側
部材と転動部材、下側部材と転動部材との間に、該転動
部材を原位置に復帰させる復元力を付与するための弾性
部材が介装されていることから、上側部材と下側部材と
の間の上下間隔の変動に基づく復元力の他に、弾性部材
による復元力が加わることになり、建築物等の上部構造
物の高さ変化の抑制を図りつつ、転動部材の原位置（中
立位置）への復帰の点で、より好ましいものとすること
ができることになる。請求項４に記載された発明によれ
ば、上側部材又は下側部材の一方の周縁部に周壁部が起
立され、周壁部が、上側部材又は下側部材のうちの他方
の横移動領域に臨まされていることから、周壁部を上側
部材又は下側部材の他方のストッパとして利用すること
ができることになり、上側部材と下側部材との相対的な
横移動を所望の範囲内にとどめることができることにな
る。
【０００７】請求項５に記載された発明によれば、上側
部材又は下側部材のうちの他方の周縁部と周壁部の内周
縁部との間に弾性部材が、該上側部材又は該下側部材の
うちの他方の周縁部と該周壁部の内周縁部との間を覆う
ようにして介装されていることから、前記請求項４と同
様の作用効果を得る他に、その弾性部材を利用して復元
力を発生させることができると共に、上側部材と下側部
材とが形成する転動部材の収納空間に埃が進入すること
を防いで、作動性能を所定の高い状態に維持することが
できることになる。しかも、転動部材等の部品が内部に
収納され、全体が密閉容器状になっていることから、取
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り扱い性を向上させることができることになる。請求項
６に記載された発明によれば、上側部材と転動部材、下
側部材と転動部材との間に、該転動部材を原位置に復帰
させる復元力を付与するための弾性部材が介装されてい
ることから、前記請求項４又は５と同様の作用効果を得
る他に、転動部材を原位置（中立位置）へ確実に復帰さ
せる点で、より好ましいものとすることができることに
なる。
【０００８】請求項７に記載された発明によれば、転動
部材の第１、第２支持面の曲率が、上側部材と下側部材
との相対的な横移動にかかわらず、該上側部材が上下方
向に変動しないように設定されていることから、上側部
材と下側部材との間の上下間隔が変動することはなくな
り、建築物等の上部構造物の高さ変化を防止して、常
に、建築物等の上部構造物の高さを一定に維持すること
ができることになる。請求項８に記載された発明によれ
ば、上側部材と転動部材、下側部材と転動部材との間に
復元力を付与するための弾性部材が介装されていること
から、その弾性部材に基づき、転動部材の原位置（中立
位置）への復帰機能を確保することができることにな
る。
【０００９】請求項９に記載された発明によれば、上側
部材又は下側部材の一方の周縁部に周壁部が起立され、
周壁部が、上側部材又は下側部材の他方の横移動領域に
臨まされていることから、周壁部を上側部材又は下側部
材の他方のストッパとして利用することができることに
なり、常に建築物等の上部構造物の高さを一定に維持し
つつ、上側部材と下側部材との相対的な横移動を所望の
範囲内にとどめることができることになる。請求項１０
に記載された発明によれば、上側部材又は下側部材のう
ちの他方の周縁部と周壁部の内周縁部との間に弾性部材
が、該上側部材又は該下側部材のうちの他方の周縁部と
該周壁部の内周縁部との間を覆うようにして介装されて
いることから、前記請求項９と同様の作用効果を得る他
に、その弾性部材を利用して復元力を発生させることが
できると共に、上側部材と下側部材とが形成する転動部
材の収納空間に埃が進入することを防いで、作動性能を
所定の高い状態に維持することができることになる。し
かも、転動部材等の部品が内部に収納され、全体が密閉
容器状になっていることから、取り扱い性を向上させる
ことができることになる。
【００１０】請求項１１に記載された発明によれば、上
側部材と転動部材、下側部材と転動部材との間に、該転
動部材を原位置に復帰させる復元力を付与するための弾
性部材が介装されていることから、上側部材と下側部材
との間の上下間隔の変動（増大）に基づく復元力を発生
させることができない状況において、弾性部材により復
元力を確保して、原位置（中立位置）へ復帰させる点
で、好ましいものとすることができることになる。請求
項１２～１５に記載された発明によれば、第１、第２当

接面、第１、第２支持面の具体的な形状をもって、請求
項１～１１の各請求項の作用効果を具体的に得ることが
できることになる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を
参照して説明する。図１～図７は本発明の第１実施形態
を示すものである。図１において、符号１は、ビルディ
ングや家屋等の建築物（上部構造物）、符号２は、建築
物１が建造された基礎部材（下部構造物）であり、この
建築物１と基礎部材２との間に免震装置３が介装されて
いる。この免震装置３は、建築物１と基礎部材２との間
に適当個数介装されるが、図１、図２中には、そのうち
の１個だけが示されている。
【００１２】免震装置３は、建築物１に固定される上側
部材４と、基礎部材２に固定される下側部材５と、上側
部材４と下側部材５との間に介装される転動部材６とを
有する。
【００１３】上側部材４には、その下面において凹形状
の球面からなる第１当接面７が形成され、下側部材５の
上面には、凹形状の球面からなる第２当接面８が形成さ
れている。この第１当接面７および第２当接面８はそれ
ぞれ、転動部材６よりも十分大きな面積を有するように
設定されており、その第１当接面７および第２当接面８
の径方向中央部が最も引っ込むことになっている。
【００１４】転動部材６は、上側部材４と下側部材５と
により挟持された状態とされており、上側部材４又は下
側部材５のうちの一方の横方向の移動は、その移動方向
とは逆の方向の移動として、転動部材６を介して上側部
材４又は下側部材５のうちの他方に滑ることなく伝達さ
れることになっている。そしてこの際、転動部材６の回
動中心点Ｏの移動に基づき、上記一方の横方向の移動量
に対して、上記他方の移動量は減少され、上記一方から
上記他方への横揺れが低減されることになっている（免
震性確保）。具体的に図３をもって説明する。図３は、
説明、理解を容易にすべく、上側部材４、下側部材５を
平板とし、転動部材６を球とした単純化モデルを示すも
のである。この図３においては、下側部材５をｄだけ右
方向に移動させると、転動部材６が、そのｄに相当する
円弧分だけ反時計方向に回転され、該転動部材６は、上
側部材４と下側部材５との滑りのない挟持関係に基づ
き、左方向にｄだけ転動される（図３中、仮想線参
照）。これにより、転動部材６の回動中心点Ｏが原位置
からｄだけ左方向に移動すると共に、上側部材４は左方
向にｄだけ押し出される。このため、下側部材５の移動
に伴い転動部材６の回動中心点Ｏが新たな位置Ｎに移動
する場合には、その位置Ｎを基準にして、転動部材６が
２ｄだけ右方向に移動し、上側部材４は、左方向にｄだ
け左方向に移動することになり、免震されることにな
る。
【００１５】この転動部材６には、その上面において、
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凸形状の球面からなる第１支持面９が形成され、転動部
材６の下面には、凸形状の球面からなる第２支持面１０
が形成されている（図２参照）。第１支持面９は、第１
当接面７に当接されると共に、該第１当接面７との当接
部から該第１当接面７に沿って離れるに従って該第１当
接面７との間隔が次第に離間されるように形成されてお
り、第２支持面１０は、第２当接面８に当接されると共
に、該第２当接面８との当接部から該第２当接面８に沿
って離れるに従って該第２当接面８との間隔が次第に離
間されるように形成されている。そして、この第１、第
２支持面９、１０の曲率は、第１、第２当接面７、８の
曲率に対して、上側部材４と下側部材５との相対的な横
移動に伴って該上側部材４が上下方向に変動することが
ないように設定されている。
【００１６】上記上側部材４が上下方向に変動しないよ
うにする設定に関し、具体的に図４をもって説明する。
図４は、説明、理解を容易にするために、上側部材４
（下側部材５）の横移動に伴い転動部材６の回動中心点
Ｏが近似的に移動しないとみなした単純化モデルを示す
ものであり、その図４において、ｘ軸方向が高さ方向を
示し、ｙ方向が横方向を示している。この図４におい
て、下側部材５（図４においては図示略）の横移動に伴
い、上側部材４が、下側部材５とは逆方向に横移動（図
４においては下方向）する場合、上側部材４における第
１当接面７上の任意の点、Ａ１点が、当接点となるｘ軸
上のＡ０点に至ったときには、そこでは、Ａ１点の高さ
が、第１当接面７が球面であることに基づき、上側部材
４が中立位置（原位置）に位置していた第１当接面７上
のＢ点よりも低くなるが、第１支持面９の曲率調整に基
づき、それに相当する分だけ、転動部材６における第１
支持面９上のＡ２（Ａ１点がｘ軸上のＡ０点に至るとき
当接することになる第１支持面上の点）が低くなること
になっており、結果的に、上側部材４の上面の高さ位置
は変化しないことになっている。勿論この場合、第２当
接面８に対し、第２支持面１０の曲率も同様に調整され
ることになっている。
【００１７】上記単純化モデルについて、より具体的に
説明する。この単純化モデルを示す図４において、第１
当接面７（第２当接面８）の円弧半径をＲ、転動部材６
の回転中心点Ｏから第１当接面７の円弧中心Ｐまでの距
離をｈ、中立位置にある上側部材４と転動部材６とのｘ
軸上の当接点をＢ点（Ｒ－ｈ，０）、円弧上のＡ１点
（ρ，｛Ｒ

2
－（ρ＋ｈ）

2
｝

1/2
）が上側部材４を横移

動させることによりｘ軸上に至る点をＡ０点（ρ，０）
とする。このような状況下においては、転動部材６の回
動中心点Ｏが近似的に移動しないことから、上側部材４
が横移動したときには、転動部材６における第１支持面
９上のＡ２点（ｘ，ｙ）はＡ０点に至らなければなら
ず、円弧Ａ２Ａ０と円弧Ａ１Ｂとは等しくなければなら
ない。

【００１８】この場合、円弧Ａ１Ｂの角度がｃｏｓ
-1
（ρ＋ｈ）／Ｒ＝ｃｏｓ

-1
（（ｘ

2
＋ｙ

2
）

1/2
＋ｈ）

／Ｒであるから、円弧Ａ１Ｂは円弧Ａ１Ｂ＝Ｒｃｏｓ
-1

（（ｘ
2
＋ｙ

2
）

1/2
＋ｈ）／Ｒとなる。一方、円弧Ａ２

Ａ０は、∫
x
R-h ｛１＋（ｄｙ／ｄｘ）

2
｝

1/2
ｄｘとなる

（積分区間Ｒ－ｈからｘ）。したがって、∫
x
R-h ｛１＋

（ｄｙ／ｄｘ）
2
｝

1/2
ｄｘ＝Ｒｃｏｓ

-1
（（ｘ

2
＋ｙ

2
）

1/2
＋ｈ）／Ｒに基づき、第１支持面９の曲率が求めら

れる。上記場合においては、転動部材６の回動中心点Ｏ
が近似的に移動しない場合について説明したが、勿論、
転動部材６の回動中心点Ｏの移動が無視できない場合に
は、適宜、補正、修正されることになる。
【００１９】また、転動部材６の上下方向中央部には、
その周囲においてフランジ部１１が設けられ、そのフラ
ンジ部１１を基準にして、転動部材６の上側に円筒状の
弾性部材（例えばゴム）１２が嵌着され、転動部材６の
下側に円筒状の弾性部材（例えばゴム）１３が嵌着され
ている。弾性部材１２の上端部は上側部材４の周縁部に
固着されており、弾性部材１３の下端部は下側部材５の
周縁部に固着されている。これにより、図２に示すよう
に、上側部材４が、下側部材５の上方において水平な状
態で維持されると共に、転動部材６、上側部材４および
下側部材５は所定の中立位置（中央位置）に位置し、こ
れらは、当該転動部材６の回動中心点Ｏを通って上下方
向（鉛直方向）に伸びる同一直線上に位置することにな
っている。このため、建築物１又は基礎部材２から横荷
重を受けたとき、転動部材６が上記所定の中立位置へ復
帰し易いものとなり（復元力の発生）、また、上側部材
４、下側部材５の横移動を滑らかに確保する上で好まし
いものとなる。
【００２０】本実施形態においては、下側部材５の周縁
部に周壁部１４が、原位置の上側部材４から径方向外方
に所定距離離間させた状態（環状空間を形成した状態）
で一体的に起立されている。この周壁部１４は、上側部
材４の横移動領域に臨まされており、上側部材４が所定
以上横方向に移動することが規制されることになってい
る。
【００２１】これらの上側部材４、下側部材５、転動部
材６は、それぞれ、鉄系の金属材料で構成される。これ
らの部材４、５、６を鉄系の金属材料で構成する理由
は、免震装置３の耐用年数を増大させるためである。し
たがって、上側部材４、下側部材５、転動部材６の材料
は鉄系の金属材料に限定されるものではなく、例えばセ
ラミック材料やアルミニウム合金等の剛性の高い種々の
材料を使用することができる。
【００２２】したがって、このような免震装置３におい
ては、正常な図５の状態から横揺れ等により下側部材５
が横移動した場合には、図６、図７に示すように、転動
部材６が転動されて、上側部材４が、下側部材５と逆方
向に横移動することになるが、この際、第１当接面７と
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第１支持面９との曲率関係、第２当接面８と第２支持面
１０との曲率関係に基づき、上側部材（上面）４は上下
方向に変動せず、建築物１の高さ変化を防止して、常
に、建築物１の高さを一定に維持することになる。
【００２３】また本実施形態においては、第１当接面７
と第１支持面９との曲率関係、第２当接面８と第２支持
面１０との曲率関係により、上側部材４と下側部材５と
の間の上下間隔が増大せず、それらによっては復元力を
得ることはできないが、横揺れに際して、転動部材６が
弾性部材１２、１３の弾性力に抗して転動することにな
り、その際の反発力が復元力となる。このため、その復
元力に基づき、転動部材６は、原位置（中立位置）に復
帰されることになる。
【００２４】さらに、横揺れに伴い、上側部材４が所定
以上横移動した場合には、上側部材４は周壁部１４に当
接することになり、上側部材４の所定以上の移動が規制
されることになる（図７参照）。このため、上側部材４
と下側部材５との相対的な横移動は、正常な作動が保証
される所望の範囲において行われることになる。
【００２５】図８、図９は第２実施形態、図１０は第３
実施形態、図１１は第４実施形態を示すものである。こ
の各実施形態において、前記実施形態と同一構成要素に
ついては同一符号を付してその説明を省略する。
【００２６】図８、図９に示す第２実施形態において
は、上側部材４の下面（第１当接面７）周縁部に環状溝
１５が形成され、フランジ部１１の上下面に環状溝１６
ａ、１６ｂがそれぞれ形成され、下側部材５の上面（第
２当接面８）周縁部に環状溝１７が形成されている。そ
のうち、環状溝１５と１６ａとの間に円筒状の弾性部材
１２の端部が嵌合され、環状溝１６ｂと１７との間に
は、弾性部材１３の端部が嵌合されている。また、上側
部材４の周縁部と周壁部１４の内周縁部との間にも弾性
部材１８が介装されており、この弾性部材１８は、上側
部材４の周縁部と周壁部１４の内周縁部との間の環状空
間を覆っている。これにより、弾性部材１８によっても
復元力が確保できるだけでなく、その弾性部材１８によ
って埃が周壁部１４内部に入り込むことを防止できるこ
とになり、高度な初期性能を維持できることになる。
【００２７】図１０に示す第３実施形態においては、転
動部材の第１、第２支持面９、１０の曲率が、上側部材
４と下側部材５との相対的な横移動に伴って該上側部材
４が上下方向に変動しない場合の曲率に比して、若干、
小さくされている（曲率半径大）。すなわち、図１０に
おいて、転動部材６の第１、第２支持面９、１０の曲率
が、上側部材４が上下方向に変動しない場合の曲率ｒ
１、ｒ２－１、ｒ３－１（図１０中、仮想線参照）に比
して若干、小さい曲率ｒ１、ｒ２－２、ｒ３－２（図１
０中、実線参照）とされている。これにより、上側部材
４と下側部材５との間の上下間隔が変動することを減少
させつつ、上側部材４を持ち上げ、上側部材４と下側部

材５との間の上下間隔の増大に基づく復元力を発生させ
ることができることになり、建築物１の高さ変化の抑制
と、転動部材６の原位置（中立位置）への自動復帰とを
高度に満足させることができることになる。
【００２８】図１１に示す第４実施形態においては、第
１当接面７と第２当接面８とが、凸形状の球面とされ、
第１支持面９と第２支持面１０とが、凹形状の球面とさ
れている。これら第４実施形態においても、前記第１又
は第２実施形態と同様の作用効果を得ることができるこ
とになる。勿論この他に、第１又は第２実施形態に係る
態様と第４実施形態に係る態様を組み合わせてもよい。
すなわち、第１当接面７と第２支持面１０とを凹形状の
球面とすると共に第２当接面８と第１支持面９とを凸形
状の球面としたり、第２当接面８と第１支持面９とを凹
形状の球面とすると共に第２支持面１０と第１当接面７
とを凸形状の球面としても、同様の作用効果を得ること
ができることになる。
【００２９】以上実施形態について説明したが、本発明
はこれに限らず、例えば次のような場合をも含むもので
ある。
（１）復元力を発生させる弾性部材として、ゴムに代え
て、コイルスプリング等を適宜用いること。
（２）ストッパとしての周壁部を上側部材に設けるこ
と。
（３）下側部材を建築物における下側床部材とし、上側
部材を当該下側床部材より若干上方に位置された上側床
部材とすること（上側床部材をフロ－ティング構造とし
たもので、上側床部材上にコンピュ－タ等の精密製品を
配設したときに、当該精密製品を横方向振動から保護す
る構造）。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る免震装置を示す平面図。
【図２】図１の縦断面図。
【図３】単純化モデルに基づく第１実施形態の免震作用
を説明する説明図。
【図４】上側部材が上下方向に変位動しない場合におけ
る第１当接面（第２当接面）の曲率と第１支持面（第２
支持面）の曲率との関係を説明する説明図。
【図５】横揺れ前の中立位置に位置する状態の免震装置
の状態を示す図。
【図６】図５の状態から横揺れが生じた状態に変化した
状態を示す動作状態図。
【図７】図６の続きを示す動作状態図。
【図８】第２実施形態を説明する縦断面図。
【図９】図８の平面図。
【図１０】第３実施形態を説明する縦断面図。
【図１１】第４実施形態を説明する縦断面図。
【符号の説明】
１  建築物（上部構造物）
２  基礎部材（下部構造物）
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３  免震装置
４  上側部材
５  下側部材
６  転動部材
７  第１当接面
８  第２当接面

９  第１支持面
１０  第２支持面
１２  弾性部材
１３  弾性部材
１４  周壁部
１８  弾性部材

【図１】 【図２】

【図３】

【図５】

【図６】
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【図４】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】
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